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外国人の不法就労防止にご協力ください外国人の不法就労防止にご協力ください
　不法就労は法律で禁止されています。就労した外国人だけでなく、不法就労をさせた事業者も処罰の対象とな
ります。

　来日している外国人のほとんどの方は、正規の手続きによって真面目に一生懸命働き、
日本の文化を勉強し、吸収しようとしています。外国人を雇用する事業主の皆様は、法
令に沿った雇用を心掛けてください。

　 茅野警察署　☎82-0110　 茅野警察署　☎82-0110

陸・海・空自衛官募集陸・海・空自衛官募集

　令和元年度の自衛官等の募集受付が始まります（７月以降分）

　防衛大学校学生・防衛医科大学校医学科学生及び同看護学科学生は９月５日（木）から、陸上自衛隊高等工科学
校生徒は11月１日（金）から受付が開始されます。

　 自衛隊茅野地域事務所　☎82-6785　URL http://www.mod.go.jp/pco/nagano/　 自衛隊茅野地域事務所　☎82-6785　URL http://www.mod.go.jp/pco/nagano/

新しい行政相談委員が委嘱されました新しい行政相談委員が委嘱されました
　５月15日（水）に、行政相談委員として名取祐仁さんが、委嘱されました。
　「行政相談」とは、住民の皆様から、国県市町村などの行政機関が行っている仕事に関する苦情や意見・要望
をお聞きして、その解決や実現を図るものです。この身近な相談窓口が行政相談委員です。
　行政相談は、定例相談日のほか、予約いただければ自宅でもご相談に応じていますので、お気軽にお申し込み
ください。相談は無料で秘密は守られます。

　行政に対する苦情や意見・要望などを住民の皆様からお聴きして、その解決や
実現を目指す制度に「行政相談」があります。
　相談は、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が応じています。
　◇連絡先　☎０２６６‒６２‒４８８０
　◇定例相談日は、広報、有線放送で予めお知らせします。
　　（7月は19日（金）  午前９時～正午まで  町民センター２階で開催します。）

　 住民福祉課 住民係　☎62-9112　 住民福祉課 住民係　☎62-9112

●外国人の労働者と事業主とが相互に健在な関係を保てるよう、以下の点について確認を
　お願いします。
○「在留カードの有無」「就労制限の有無」「資格外活動許可欄」を確認してください。
○原則的には「短期滞在」「留学」「研修」「文化活動」「家族滞在」の5つの在留資格では働くことができません。
　※ただし、資格外活動の許可があれば報酬を受けて働くことができます。
　　「許可の有無」と「活動内容」とを確認する必要があります。

守りたいものを、守れる人に。守りたいものを、守れる人に。

募集種目

航空学生 航空・海上自衛隊の航
空機パイロットを養成

航空：高卒（見込含）
　　  21歳未満の者
海上：高卒（見込含）
　　  23歳未満の者

７月1日～
　9月6日 

1次　9月16日
2次　10月15日～20日 
3次　(空)11月16日～12月19日
         (海)11月22日～12月18日

一般曹
候補生

陸海空自衛隊の曹とな
る自衛官を養成

18歳以上
33歳未満の者

第２回
７月1日～
　9月6日

1次　9月20日～22日内１日
2次　10月11日～16日内１日

自衛官
候補生

任期を定めた自衛官で
技能訓練などが中心

18歳以上
33歳未満の者

年間を通じて
募集 受付時にお知らせします。

特　　徴 資　　格 受付期間 試　験　日

▲名取 裕仁 新相談員

問

問
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